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健診日 健診会場

平成 25 年 1月 24 日（木） 石川保健相談センター
２階

平成 25 年 1月 26 日（土） 健康福祉センター
うるみん３階

平成 25 年 1月 31日（木） 健康福祉センター
うるみん３階

【追加の集団健診日程】

※受付時間は午前8時 30 分から午前11時までとなってい
　ます。

子
育
て
・
健
康

平
成
25
年
度 

就
学
援
助
の
申
請
受
付

　

市
で
は
、
小
中
学
校
へ
通
学
さ
せ
る
こ
と

が
経
済
的
に
非
常
に
困
難
と
判
断
さ
れ
る
ご

家
庭
に
、
教
育
費
等
の
一
部
を
負
担
す
る
就

学
援
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対　

象
】
保
護
者
が
経
済
的
に
困
窮
し
、
子

　

ど
も
に
義
務
教
育
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が

　

困
難
と
判
断
さ
れ
る
世
帯
（
う
る
ま
市
内

　

に
在
住
し
、
市
立
小
中
学
校
及
び
県
立
緑

　

が
丘
中
学
校
へ
在
学
す
る
も
の
）

【
給
付
対
象
】
学
校
給
食
費
、新
入
学
用
品
費
、

　

修
学
旅
行
費
、
医
療
費
（
学
校
病
の
み
）、

　

学
用
品
費
、
通
学
用
品
費

※
年
度
に
よ
り
給
付
対
象
・
支
給
額
が
変
動

　

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご

　

了
承
く
だ
さ
い
。

【
申
請
手
続
】
各
市
立
小
中
学
校
で
行
っ
て
い

　

ま
す
。
援
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
在
学

　

す
る
小
中
学
校
事
務
室
に
申
請
書
類
等
を

　

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
期
間
】

　

平
成
25
年
１
月
８
日
（
火
）
～

　

平
成
25
年
２
月
22
日
（
金
）

※
た
だ
し
、
平
成
25
年
度
か
ら
入
学
す
る
新

　

小
学
校
１
年
生
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年

　

４
月
15
日
（
月
）
～
５
月
17
日
（
金
）
と

　

し
ま
す
。
ま
た
、
申
請
期
間
外
の
受
付
は
、

　

一
部
の
特
別
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合

　

以
外
は
、
受
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
ご

　

注
意
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
】
平
成
24
年
度
市
県
民
税
（
所
得

　

課
税
）
証
明
書
等
、
指
定
の
書
類
の
提
出

　

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

集
団
健
診
の
追
加
日
程
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
度
の
集
団
健
診
を
追
加
で
行
い

ま
す
。
今
年
度
の
特
定
健
診
を
ま
だ
受
診
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
是
非
、
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
当
日
は
問
診
や
血
液
検
査
、
尿
検

査
と
い
っ
た
基
本
的
な
健
診
と
、
肺
が
ん
検

診
や
胃
が
ん
検
診
、
大
腸
が
ん
検
診
な
ど
も

実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

年
に
一
度
は
健
診
を
受
け
て
健
康
管
理
し

ま
し
ょ
う
。

【
持
参
す
る
も
の
】

　

①
健
康
保
険
証

　

②
特
定
健
診
受
診
券
（
後
期
高
齢
者
の
方

　
　

は
長
寿
健
診
受
診
券
）

　

③
が
ん
検
診
の
ハ
ガ
キ

【
対　

象
】
う
る
ま
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

【
申
込
方
法
】
当
日
受
付

お
知
ら
せ

農
家
（
農
業
従
事
者
）
の
皆
様
へ
！

　

農
業
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
毎

年
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
原
則
と

し
て
そ
の
権
利
を
行
使
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

次
の
と
お
り
登
録
申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

【
選
挙
権
】

　
（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
農
業
者
）

　

①
う
る
ま
市
に
住
所
を
有
す
る
者

　

②
年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
者

　

③
10
ア
ー
ル
（
約
３
０
０
坪
）
以
上
の
農

　
　

地
に
つ
い
て
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
（
同

　
　

居
の
親
族
ま
た
は
配
偶
者
で
年
間
お
お

　
　

む
ね
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
者
を

　
　

含
む
。）

　
（
農
業
生
産
法
人
の
場
合
）

　

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
面
積
の
農
地
に
つ
き

　
　

耕
作
者
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人

　
　

の
組
合
員
、
社
員
ま
た
は
株
主
で
、
耕

　
　

作
に
従
事
す
る
日
数
が
、
年
間
お
お
む

　
　

ね
60
日
以
上
あ
る
者

【
申
請
手
続
】
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

　

上
、
最
寄
り
の
自
治
会
、
農
業
委
員
会
ま

　

た
は
選
挙
管
理
委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ

　

さ
い
。

【
申
請
期
間
】

　

平
成
25
年
１
月
４
日
（
金
）
～

　

平
成
25
年
１
月
10
日
（
木
）

※
申
請
用
紙
は
、
各
自
治
会
を
通
し
て
各
世

　

帯
へ
配
布
を
行
い
ま
す
。
尚
、
申
請
書
を

　

紛
失
し
た
方
の
た
め
に
各
公
民
館
、
農
業

　

委
員
会
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
に
も
準
備

　

し
て
あ
り
ま
す
。

※
申
請
期
間
は
法
令
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
お

　

り
、
期
間
を
過
ぎ
る
と
受
付
で
き
ま
せ
ん

　

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


